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併　用　林　道　協　定　事

三朝町謎定の道路竹田谷誠を営林署事業上の都合に上少､

併用林道拡するため､下記条攻に工少協定したので.本書2

通を作成し双方記名押印のうえ各1通を保有するものとする.

昭和　　年　　月　　日

(早)　三朝町長　　坂出灘巳　　印

(乙)　倉書留林寺長　川堪孝之　　和

音己

1　この協定で三朝町を甲､倉看官林寺を乙とする.

2　この道路の管理者に甲とする.

5　併用林道に輸入する遠路は起点県道小虎漠藤向原蘇上交

点　糸点東伯郡三朝町中薄手竹89 1 4番地の区間　延

長1,222仇､将兵も占仇とする●

1　乙吐.この道路の併用の理由が解消しーたと紀めたと竜､

甲と協鼓のうえ併用を解除するものとする●

5　甲仕､この道路が併用巷れている期間中に.この道路を

廃止し,またこの道路にともな!権利を弟三者PCi#渡す

~る場合Kは乙に協鼓し.その手報を受けなければ丘らを
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さ　この道路の管理者は.この道港を常時良好な次善に保つ

よう努めなければならない●

7　～この道路の倦結および改良に賓する費用は.甲乙協議し

-原則として受益の歩度をもとにして負担するものとする｡

8　甲または乙が必賓と密める場合は.それぞれの負也にお

いて､みずから前項の工事をおこなうことができるもの

とする●

9　この道路の災寄復旧工事は､原則として受益の程度をも

とにし甲.乙協番のうえ､負担工事箇所を定め､それぞ

れ実施するものとする｡ただし.甲または乙の必蛍VCよ

って.それぞれの負担工彰箇所をこえて復旧工串をかこ

をうとき杖.その韓用妊実施したものの負趣とする0

18　甲は.前項にエ少乙が実施した災青復旧工事が.災害後

旧事業費国庫負趨金または補助金の対象とならない上)

穣最するものとする.

1 1この道路の特殊修繕または改良等で聴忙営林局署事業上

必費あるものVCついてij:､双方協議のうえその施行は乙

においてすることができるものとする｡

1 2　一甲結､乙がこe)道路YC_馳する工事をおこなう場合におい

y　て必賓とする林道用地の提供その他一切の措置を.原則

として甲の負趣にかいてかこ丑うものとするo
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1 3　羊の道路に随する女用の負担虹､国有林野の産物異受

^および国有林野事業の請負人に対して比一切賦訣し

ないものとする.

1 4　本協定に定められていをい事項については.その都度

甲､乙協議して定めるものとする.

1 5　この道路の併用協定期間は.払定栃絵の日から5年間

とするL.ただし.必賓忙応じ甲､乙協革のうえ艶聞を

更新することができるものとする.


